
  

（１）建物等の規制の活用・見直し 

伝統的建造物群保存地区制度の活用 

 

 

１．伝統的建造物群保存地区における調査 

文化庁では「伝統的建造物群保存対策調査」として市町村が行なう伝統的な集落・町並みの調査

費の補助を行ない、学識経験者（建築史、都市計画、建築計画等）、行政関係部局、地元関係者等

で構成される調査委員会を組織し、歴史的集落・町並みの歴史や現状、価値の把握、住民の意向、

地区の社会経済やまちづくりの動向等を広域的に把握し、伝統的建造物群保存計画を立案すること

を促進している。 

現在までに、延べ１７６地区で実施された。 

 

○伝統的建造物群保存対策調査実施地区（最近２年間） 

年度 保存対策調査 防災計画策定調査 

 

平成 13 年度 
青森県弘前市仲町 

兵庫県出石町内町 

石川県加賀市橋立 

岐阜県高山市下町 

滋賀県近江八幡市 

徳島県東祖谷山村落合 

京都府伊根町伊根浦 

千葉県佐原市佐原 

埼玉県川越市川越 

滋賀県五個荘町金堂 

鳥取県倉吉市打吹玉川 

 

 

 

平成 14 年度 

石川県加賀市橋立 

岐阜県高山市下町 

滋賀県近江八幡市 

京都府伊根町伊根浦 

徳島県東祖谷山村落合 

山口県阿知須町阿知須 

長崎県国見町神代小路 

佐賀県塩田町塩田 

 

 

 

２．保存地区の保存に関し、市町村に対する指導助言 

(ア)伝統的建造物群保存地区（以下：伝建地区）において、保存条例や保存計画の策定、地区の決

定など、保存制度の整備や伝建地区内の建造物等の現状変更の許可や保存事業は市町村（教育

委員会）が主体的に行なう仕組みとなっている。しかし、文化庁は保存地区の歴史的風致を維

持するために、専門的・技術的事項について指導、助言をしている。 
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(イ)近年の状況について 

○保存地区決定済みの地区 

①鳥取県智頭町 板井原  34.8ha  平成 13 年 10 月 18 日（地区決定告示年月日） 

○条例制定 

①石川県金沢市   主計町 

   金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例（昭和 52 年３月 28 日制定） 

②福井県小浜市   西 組 

   小浜市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 10 年 12 月 21 日制定） 

③島根県温泉津町  温泉津 

   温泉津町伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 13 年 3 月９日制定） 

④広島県福山市    鞆 

   福山市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 12 年９月 27 日制定） 

⑤鹿児島県入来町  入来麓 

   入来町伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 13 年 11 月 26 日制定） 

 

 

３．重要伝統的建造物群保存地区の選定に関する専門的、技術的事項に関する指導・助言 

 

○平成 14 年 5 月 23 日現在で３５道府県５５市町村６１地区【資料１】 

 

○近年選定された重要伝統的建造物群保存地区 

名称 面積 選定告示年月日 

岩手県金ケ崎町城内諏訪小路 34.8ha 平成 13 年６月 15 日 

石川県金沢市東山ひがし 1.8ha 平成 13 年 11 月 14 日 

山口県萩市浜崎 10.3ha 平成 13 年 11 年 14 日 

福岡県八女市福島 19.8ha 平成 14 年５月 23 日 

 

 

４．伝統的建造物群保存地区における修理・修景事業の推進 

○平成 14 年度国庫補助事業予定 

保存修理 ：52 地区で修理・修景事業 

防災施設等：３地区で特殊防災事業、8 地区で一般防災事業 

買   上：３件 
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（１）建物等の規制の活用・見直し 

５．伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の推進 

伝建地区内に所在する建造物は木造が多く、連たんして建つ。そのため災害の危険性が高く、地

区全体の防災体制の充実が必要である。そのための専門的、技術的指導・助言を行なう。更に、重

要伝統的建造物群保存地区に選定されている地区に関しては、財政的支援を行ない消火栓の整備や

防火水槽の設置等をすすめている。更に地区全体の防災体制を充実するために、地域防災との連携

を図りつつ特殊防災事業を優先的にすすめる。 

 

○重要伝統的建造物群保存地区内災害事故報告 ５３件中火災２３件 

 

６．専門化・技術者等の育成 

 １）保護行政研修会 

伝統的建造物群保存地区の制度の導入を予定している、或いは既に実施している地方公共団体の

職員とそれに関わる専門家・技術者に対して、必要な専門的事項について研修を行なっている。コ

ースとしては「基礎コース」と「実践コース」に分かれており、それぞれ 3 日間としている。 

 

 ２）技術者・技能者の育成 

国の選定保存技術の保存制度に準じた地方公共団体の制度の充実が必要であり、勉強会等を通し

て選定保存技術者等との交流などにより技術・技能の向上を図っている。 

 

 ３）専門家等の支援体制の確立について 

平成１３年度の国土交通省地域活性化事業推進費による「住民ボランティア活動を活かした歴史

的文化的資源の保存活用と地域活性化に関する調査」を実施し、文化財建造物の保存と活用を支援

する多様な関係組織が確認され、多様な関係組織のネットワークの充実と支援の必要性が確認され

た。【配布資料参考】 

 

７．税制の優遇措置 

国税  伝統的建造物群保存地区内の土地の地価税は非課税。 

地方税 重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物にかかる固定資産税は非課税。同地区内の

伝統的建造物等の敷地については不均一課税条例等によって市町村が（二分の一内で）

適宜軽減可能。現在１９市町村が実施。 
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８．建築基準法の緩和 

伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、建築物の現状変更の規制と保存のための必要

な措置を確保するため必要と認める場合においては、条例で、建築基準法の規制を緩和することが

できる。【資料２】 

 

９．伝統的建造物群保存地区における他省庁事業の活用 

伝統的建造物群保存地区では、国土交通省の街なみ環境整備事業等を活用し、建築物の修景整備、

地区施設の整備等を行なうことにより、歴史的たたずまいを継承した街並み・まちづくりに大きな

効果を発揮している。 

 

○伝統的建造物群保存地区における街なみ環境整備事業の活用実績 

  

新町他（滋賀県近江八幡市） 16.1ha 

富田林寺内町（大阪府富田林市）13.3ha 

今井町（奈良県橿原市） 17.6ha 

御手洗（広島県豊町）  6.9ha 

笠島（香川県丸亀市）  5.7ha 

内子（愛媛県内子町） 4.1ha 

吉井（福岡県吉井町） 23.2ha 

秋月（福岡県甘木市） 87.0ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今井町（奈良県橿原市）における修景整備の例】出水麓（鹿児島県出水市）  43.8ha 

計９地区  217.7ha 

 

１０．伝統的建造物群保存地区制度への支援体制 

「全国伝統的建造物群保存地区協議会」「歴史的景観都市連絡協議会」「全国町並みゼミ（全国町

並み保存連盟）」等と連携を図りつつ、また「日本芸術文化振興会」「住宅金融公庫」などの協力を

得て、地区の整備を進めている。 
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（１）建物等の規制の活用・見直し 

【「文化芸術の振興に関する基本的な方針」を受けて】 

 

近年の文化芸術の意義や国民の要望の高まりを受けて、文化芸術の振興のための基本的な法律とし

て平成 13 年 12 月に「文化芸術振興基本法」が施行された。同法７条では、政府は文化芸術の振興に

関わる施策の総合的な推進を図るため、「文化芸術の振興に関する基本的な方針」を定めることとさ

れ、平成 14 年 12 月 10 日に閣議決定された。その中で重視すべき方向の一つとして「文化遺産を現

代に生かす保存とその適切な活用の在り方を踏まえながら、実効性のある保存、活用のための方策に

ついて検討を進める必要がある」とされている。こうした方針を受けるまでもなく、伝統的建造物群

保存地区の制度を独立した制度としてのみ取組むのではなく、文化財の保護を通じて歴史的資産の継

承を行ない、住民が主体的に歴史資産を活かしたまちづくりを進めることのできる環境を構築する必

要があると考える。この点において､特に関係他省庁との連携が重要であると考えている。 

 

 

【伝統的建造物群保存地区制度の活用について】 

 

伝統的建造物群保存地区とは、市町村によって定められた地区であり、その全域ないしは一部を重

要伝統的建造物群保存地区として選定されるものであるが、これまで伝統的建造物群保存地区の決定

は、重要伝統的建造物群保存地区として選定されることを前提として進められてきており、また地区

の範囲についても、重要伝統的建造物群保存地区として伝統的建造物群保存地区全体が選定されるよ

う決定されてきた。しかし、伝統的建造物群保存地区制度の本来の主旨として、広く伝統的な町並み

が保存されることが望ましく、重要伝統的建造物群保存地区の選定を前提としない伝統的建造物群保

存地区による保護施策の検討や、重要伝統的建造物群保存地区の範囲を越えた伝統的建造物群保存地

区の範囲の検討も可能である。 

以上の点について周知させたい。 
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【資料１】 
重要伝統的建造物群保存地区一覧 

平成 14 年９月現在 
番号 道府県名 地 区 名 称 種   別 選定年月日 選定基準 面積(ha)

1 北海道 函館市元町末広町 港町 平 1. 4.21 (三) 14.5 
2 青 森 弘前市仲町 武家町 昭 53. 5.31 (二) 10.6 
3 岩 手 金ケ崎町城内諏訪小路 武家町 平 13. 6.15 (二) 34.8 
4 秋 田 角館町角館 武家町 昭 51. 9. 4 (二) 6.9 
5 福 島 下郷町大内宿 宿場町 昭 56. 4.18 (三) 11.3 
6 埼 玉 川越市川越 商家町 平 11.12. 1 (一) 7.8 
7 千 葉 佐原市佐原 商家町 平 8.12.10 (三) 7.1 
8 新 潟 小木町宿根木 港町 平 3. 4.30 (三) 28.5 
9 富 山 高岡市山町筋 商家町 平 12.12. 4 (一) 5.5 

10 富 山 平村相倉 山村集落 平 6.12.21 (三) 18.0 
11 富 山 上平村菅沼 山村集落 平 6.12.21 (三) 4.4 
12 石 川 金沢市東山ひがし 茶屋町 平 13.11.14 (一) 1.8 
13 福 井 上中町熊川宿 宿場町 平 8. 7. 9 (三) 10.8 
14 山 梨 早川町赤沢 山村・講中宿 平 5. 7.14 (三) 25.6 
15 長 野 東部町海野宿 宿場・養蚕町 昭 62. 4.28 (一) 13.2 
16 長 野 南木曾町妻籠宿 宿場町 昭 51. 9. 4 (三) 1,245.4 
17 長 野 楢川村奈良井 宿場町 昭 53. 5.31 (三) 17.6 
18 長 野 白馬村青鬼 山村集落 平 12.12. 4 (三) 59.7 
19 岐 阜 高山市三町 商家町 昭 54. 2. 3 (一) 4.4 
20 岐 阜 美濃市美濃町 商家町 平 11. 5.13 (一) 9.3 
21 岐 阜 岩村町岩村本通り 商家町 平 10. 4.17 (三) 14.6 
22 岐 阜 白川村荻町 山村集落 昭 51. 9. 4 (三) 45.6 
23 三 重 関町関宿 宿場町 昭 59.12.10 (三) 25.0 
24 滋 賀 大津市坂本 里坊群・門前町 平 9.10.31 (三) 28.7 
25 滋 賀 近江八幡市八幡 商家町 平 3. 4.30 (一) 13.1 
26 滋 賀 五個荘町金堂 農村集落 平 10.12.25 (三) 32.3 
27 京 都 京都市上賀茂 社家町 昭 63.12.16 (三) 2.7 
28 京 都 京都市産寧坂 門前町 昭 51. 9. 4 (三) 8.2 
29 京 都 京都市祇園新橋 茶屋町 昭 51. 9. 4 (一) 1.4 
30 京 都 京都市嵯峨鳥居本 門前町 昭 54. 5.21 (三) 2.6 
31 京 都 美山町北 山村集落 平 5.12. 8 (三) 127.5 
32 大 阪 富田林市富田林 寺内町・在郷町 平 9.10.31 (一) 11.2 
33 兵 庫 神戸市北野町山本通 港町 昭 55. 4.10 (一) 9.3 
34 奈 良 橿原市今井町 寺内町・在郷町 平 5.12. 8 (一) 17.4 
35 鳥 取 倉吉市打吹玉川 商家町 平 10.12.25 (一) 4.7 
36 島 根 大田市大森銀山 鉱山町 昭 62.12. 5 (三) 32.8 
37 岡 山 倉敷市倉敷川畔 商家町 昭 54. 5.21 (一) 15.0 
38 岡 山 成羽町吹屋 鉱山町 昭 52. 5.18 (三) 6.4 
39 広 島 竹原市竹原地区 製塩町 昭 57.12.16 (一) 5.0 
40 広 島 豊町御手洗 港町 平 6. 7. 4 (二) 6.9 
41 山 口 萩市堀内地区 武家町 昭 51. 9. 4 (二) 77.4 
42 山 口 萩市平安古地区 武家町 昭 51. 9. 4 (二) 4.0 
43 山 口 萩市浜崎 港町 平 13.11.14 （二） 10.3 
44 山 口 柳井市古市金屋 商家町 昭 59.12.10 (一) 1.7 
45 徳 島 脇町南町 商家町 昭 63.12.16 (一) 5.3 
46 香 川 丸亀市塩飽本島町笠島 港町 昭 60. 4.13 (三) 13.1 
47 愛 媛 内子町八日市護国 製蝋町 昭 57. 4.17 (三) 3.5 
48 高 知 室戸市吉良川町 在郷町 平 9.10.31 (一) 18.3 
49 福 岡 甘木市秋月 城下町 平 10. 4.17 (二) 58.6 
50 福 岡 八女市八女福島 商家町 平 14. 5.23 (二) 19.8 
51 福 岡 吉井町筑後吉井 在郷町 平 8.12.10 (三) 20.7 
52 佐 賀 有田町有田内山 製磁町 平 3. 4.30 (三) 15.9 
53 長 崎 長崎市東山手 港町 平 3. 4.30 (二) 7.5 
54 長 崎 長崎市南山手 港町 平 3. 4.30 (二) 17.0 
55 宮 崎 日南市飫肥 武家町 昭 52. 5.18 (二) 19.8 
56 宮 崎 日向市美々津 港町 昭 61.12. 8 (二) 7.2 
57 宮 崎 椎葉村十根川 山村集落 平 10.12.25 (三) 39.9 
58 鹿児島 出水市出水麓 武家町 平 7.12.26 (二) 43.8 
59 鹿児島 知覧町知覧 武家町 昭 56.11.30 (二) 18.6 
60 沖 縄 渡名喜村渡名喜島 島の農村集落 平 12. 5.25 (三) 21.4 
61 沖 縄 竹富町竹富島 島の農村集落 昭 62. 4.28 (三) 38.3 

合  計        ３５道府県５５市町村６１地区        2,409.7 ha 

    重要伝統的建造物群保存地区選定基準 

   （一）伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの 

   （二）伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの 

   （三）伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの 
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（１）建物等の規制の活用・見直し 

【資料２】 

 建築基準法の制限緩和規定について 
○建築基準法第３条（適用の除外） 

この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は，次の各号の一に該当する建築物については適用しない。 

３ 文化財保護法第９８条第２項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置

が講じられている建築物（次号において「保存建築物」という。）であって，特定行政庁が建築審査会の同意を得

て指定したもの。 

○建築基準法第８５条の２（伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和） 

 文化財保護法第８３条の３第１項又は第２項の伝統的建造物群保存地区内においては，市町村は，同条第１項後段

（同条第２項後段において準用する場合を含む。）の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を

確保するため必要と認められる場合においては，建設大臣の承認を得て，条例で，第２１条から第２５条まで，第２

８条，第４３条，第５２条，第５３条，第５５条，第５６条及び第６１条から第６４条までの規定の全部若しくは一

部を適用せず，又はこれらの規定による制限を緩和することができる。 

【条例名】 
 倉敷市：倉敷川畔伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限緩和に関する条例（昭和５７年６月３０日制定） 
 竹原市：竹原地区伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限緩和に関する条例（昭和６２年１０月１日制定） 
 萩 市：萩市伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限緩和に関する条例（昭和５４年１２月２１日制定） 
 橿原市：橿原市今井町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限緩和に関する条例（平成５年３月２２日制定） 
 函館市：函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限緩和に関する条例（平成５年６月２９日制定） 
 京都市：京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩和に関する条例（平成８年３月２１日制定） 
 富田林市：富田林市富田林伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例（平成１０年６月２３日制定） 
 美濃市：美濃市美濃町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例（平成１１年３月２４日） 
 倉吉市：倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例（平成１３年１月１日） 
 金ケ崎町：金ケ崎町城内諏訪小路重要伝統的建造物群保存地区における建築基準法の緩和に関する条例（平成１３年６月２１日） 
 金沢市：金沢市東山ひがし伝統的建造物群保存地区における建築基準法の緩和に関する条例（平成１３年６月２７日） 

伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限緩和状況(平成１３年７月現在） 

京 都 市 

条 項 内        容

倉 

敷 

市 

竹 

原 

市 

萩 
 

市 

橿 

原 

市 

函 

館 

市 

上
賀
茂 

産
寧
坂 

祇園
新橋

 

嵯鳥
峨居
本

富
田
林
市 

美 

濃 

市 

倉 

吉 

市 

金
ヶ
崎
町 

金 

沢 

市 

第 21 条 
大規模建築物の主要構

造部にかかる規制 
    ○          

第 22 条 
屋根葺材の不燃化（特定

行政庁指定区域） 
        ○    ○  

第 23 条 
外壁の不燃化（22 条区

域，24，25 条も同じ） 
    ○        ○  

第 24 条 
木造特殊建築物の外壁

等の防火構造化 
    ○          

第 25 条 
大規模木造建築物の外

壁等の不燃化 
              

第 28 条 
居室の採光及び換気に

かかる基準 
   ○        ○   

第 43 条 敷地等と道路との関係 
 

 
             

第 44 条 道路内の建築制限 ○ ○ ○ ○ ○
 

 
○ ○  ○ ○ ○  ○ 

第 52 条 
延べ面積の敷地面積に

対する割合の基準 

 

 
    ○   ○      

第 53 条 
建築面積の敷地面積に

対する割合の基準 
   ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○  ○ 

第 55 条 
一種住専内における建

築物の高さの限度 
              

第 56 条 
建築物の各部分の高さ

制限 
 ○ ○ ○   ○ ○  ○    ○ 

第 61 条 
防火地域内の建築物は

（準）耐火建築物 
              

第 62 条 
準防火地域内の建築物

は（準）耐火建築物 
    ○       ○   

第 63 条 
第 61，62 条地域内の屋

根の不燃化 
              

第 64 条 
第 61，62 条地域内の開

口部は防火戸 
    ○       ○   
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【資料３】 

 

平成１５年５月２９日 

国 住 指 第 ３ ５ ４ 号 

国 住 街 第 １ ３ ８ 号 

地 方 整 備 局 長 

北 海 道 開 発 局 長   殿 

沖縄総合事務局長 

 

国土交通省住宅局長 

 

 

建築基準法第８５条の２の規定に基づく国土交通大臣の承認の基準について 

 

 伝統的建造物群保存地区（以下「保存地区」という。）は、伝統的建造物群及びこれと一体をなして

その価値を形成している環境を保存するために市町村が定める地区であり、保存地区内の建築物につい

て法の規定をそのまま適用した場合には、その保存が困難となる場合がある。 

 このため、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第８３条の３第１項後段（同条第２項後段に

おいて準用する場合を含む。）の条例（以下「保存条例」という。）において定められた現状変更の規制

及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合に、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。

以下「法」という。）第８５条の２の条例（以下「緩和条例」という。）により法の一定の規定の全部若

しくは一部を適用せず、又は当該規定による制限を緩和することができるものとしている。 

 当該緩和条例については法第８５条の２により国土交通大臣の承認を得ることとされているが､この

度､当該国土交通大臣の承認事務について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５０条の２第

１項の趣旨を踏まえ、その基準を下記のとおりとりまとめたので、地方整備局等における委任事務の処

理に当たり遺憾のないようにされたい。 

 なお、保存地区は、伝統的建造物群自体の保存のためのみならず、これと一体をなしてその価値を形

成している環境をも保存することを目的とするものであることから、緩和条例の対象となる建築物は､

伝統的建造物に限られるものではなく､伝統的建造物以外の建築物もその対象となりうるものであるこ

とを念のため申し添える。 

 また、平成１３年２月１９日付け国住指第１２０号・国住街第８４号国土交通省住宅局長通知「建築

基準法の規定に基づく国土交通大臣の承認の基準について」第２（法第８５条の２の規定による伝統的

建造物群保存地区内の建築制限の緩和条例の承認の基準について）は廃止する。 
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（１）建物等の規制の活用・見直し 

記 

 

１．緩和条例による適用除外及び緩和措置は、安全性、市街地環境等が法が確保しようとするものと同

等程度以上確保されることをもって認められるものではなく、保存地区の保存の必要性から認められ

るものであることから、緩和条例による適用除外の条項及び緩和の程度は、保存条例に基づく建築物

の位置、規模、形態、意匠等に係る現状変更の規制及び保存のための措置の内容及び程度に応じ、必

要な限度のものとして適切なものであること。 

 具体的には､例えば､伝統的建造物については、保存条例に規定する保存整備計画に定める修理に関

する基準に適合することとなるものに対して、当該基準に適合させるために必要な範囲内で制限の緩

和等を行うものとし、伝統的建造物以外の建築物については、保存条例に規定する保存整備計画に定

める修景に関する基準に適合することとなるものに対して、当該基準に適合させるために必要な範囲

内で制限の緩和等が行われていること。 

 

２．法第２１条から第２５条まで及び第６１条から第６４条までの規定に係る緩和条例においては、そ

の目的を平成１０年の法改正による防火規定に係る性能規定の活用によって達成することが可能な

場合もあることから、当該性能規定を活用すべく技術的助言を行うべきこと。 

 また、当該性能規定を活用することが困難な場合においても､主要構造部等の防火上の措置を講ず

るとともに、火災時における倒壊及び周囲への危害を抑制するためのスプリンクラー等の設置や隣接

する建築物との間隔の確保、周囲からの延焼を抑制するためのドレンチャー等の設置や塀及び植栽等

の遮蔽物の設置等の措置等、必要に応じて安全上及び防火上著しい支障が生じないような措置が講じ

られていること。 

 

３．法第２８条の規定に係る緩和条例においては､照明設備、換気設備等の設置等の措置等、必要に応

じて衛生上著しい支障が生じないような措置が講じられていること。 

 

４．法第４３条、第４４条、第５２条、第５３条、第５５条及び第５６条の規定に係る緩和条例におい

ては､現状の市街地環境等を悪化させないよう、建築物の敷地、構造、建築設備及び用途について必

要に応じた措置が講じられていること。 

 また、緩和条例によらない方法として、地域の状況に応じた建ぺい率や容積率の算定に当たり前面

道路幅員に乗ずる数値等の見直し、街並み誘導型地区計画その他の措置の活用について技術的助言を

行うべきこと。 
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